
役場の窓辺から yakuba no madobe kara役場の窓辺から yakuba no madobe kara役場の窓辺から yakuba no madobe kara役場の窓辺から yakuba no madobe kara

建
設
課　
☎
（
56
）
２
２
２
７

企
画
課　
☎
（
56
）
２
２
２
１

企
画
課　
☎
（
56
）
２
２
２
１

あ
な
た
の「
声
」を
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
入
れ
る

『
千
年
の
ふ
る
さ
と
づ
く
り
』事
業
の
提
案
を
募
集
し
ま
す

　
本
町
の
人
口
は
、
今
後
も
減
少
し
て
い
く
こ

と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
で

も
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
幸
せ
を
感
じ
、
笑
顔
に

満
ち
た
千
年
先
も
続
く
ま
ち
で
あ
る
た
め
に

は
、
信
頼
関
係
を
深
め
な
が
ら
、
町
が
一
丸
と

な
っ
て
有
効
な
事
業
を
考
え
、
実
施
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
度
、
令
和
３
年
度
の
町
予
算
編
成
に
向

け
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
の
提
案
を
募

集
し
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
視
点
や
発

想
を
活
か
し
た
ア
イ
デ
ア
を
自
由
に
ご
提
案
く

だ
さ
い
。

■
提
案
で
き
る
方

　
町
民
の
方
（
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
）
で

あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
提
案
で
き
ま
す
。

■
募
集
す
る
内
容

　
募
集
す
る
内
容
は
、
公
益
的
な
も
の
で
次
に

該
当
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑴ 

地
域
や
社
会
の
課
題
解
決
を
図
る
事
業

⑵ 

町
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
事
業

⑶ 

そ
の
他
ま
ち
づ
く
り
事
業
と
し
て
実
施
す
る

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事
業

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
関
す
る
内
容
は
、

本
事
業
の
対
象
外
と
し
ま
す
。

■
提
案
の
方
法

　
次
の
書
類
を
川
根
本
町
役
場
企
画
課
ま
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

① 

千
年
の
ふ
る
さ
と
づ
く
り
事
業
提
案
書
（
様

式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
か
、
役
場
本
庁
企
画
課
ま
た
は
総
合
支

所
支
所
管
理
室
で
お
渡
し
し
ま
す
）

② 

提
案
内
容
の
補
足
資
料（
収
支
予
算
書
、写
真
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど

※ 

提
案
内
容
は
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

■
募
集
期
間

　
令
和
２
年
６
月
１
日（
月
）～

 

７
月
31
日（
金
）ま
で

■
提
案
採
択
の
流
れ

① 

企
画
課
と
関
係
課
に
て
提
案
内
容
の
事
業
化

を
検
討
し
ま
す
。（
必
要
に
応
じ
て
提
案
者

に
お
話
を
伺
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

② 

令
和
３
年
度
の
町
予
算
編
成
に
取
り
入
れ
、

12
月
以
降
に
予
算
査
定
を
実
施
し
ま
す
。

③ 

令
和
３
年
度
の
予
算
成
立
後
に
、
そ
の
結
果

を
提
案
者
へ
通
知
す
る
と
と
も
に
、
採
択
さ
れ

た
事
業
に
つ
い
て
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公

表
し
ま
す
。

※ 

提
案
さ
れ
た
事
業
が
必
ず
予
算
化
さ
れ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。ま
た
、財
政
状
況
等
に
よ
っ

て
、
令
和
４
年
度
以
降
に
予
算
化
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

■
提
案
の
参
考
例

例
1
）
防
災
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
家
庭
用

防
災
用
品
の
購
入
に
対
し
て
支
援
し
て
ほ
し

い
。

例
2
）
食
育
を
推
進
す
る
た
め
、
地
元
食
材
を

活
か
し
た
料
理
教
室
を
開
催
し
て
ほ
し
い
。

＊ 

提
案
内
容
や
書
類
の
作
成
方
法
な
ど
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
・
提
出
先
】

　
企
画
課　
☎（
56
）２
２
２
１

「
男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
宣
言
」を 

行
う
事
業
所・団
体
を
募
集
し
ま
す

　
町
の
人
口
減
少
が
進
む
中
、
地
域

の
活
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
男

女
が
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
に
と

ら
わ
れ
ず
活
動
で
き
る
環
境
が
大
切

で
す
。
特
に
女
性
へ
の
就
業
支
援

や
、
男
性
が
家
事
や
育
児
、
介
護
な

ど
の
家
庭
生
活
を
大
切
に
で
き
る
社

会
づ
く
り
が
今
ま
で
以
上
に
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
町
が
行
っ
た

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る
と
、「
育

児
・
介
護
休
業
が
取
得
し
に
く
い
こ

と
」
や
「
長
時
間
労
働
や
残
業
」、

「
結
婚
・
出
産
退
職
等
の
慣
行
」
な

ど
の
職
場
環
境
や
慣
行
が
、
男
女
と

も
に
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
妨
げ
て

い
る
原
因
の
上
位
で
あ
り
ま
し
た
。

（
２
０
１
９
年
発
行 

第
2
次 

川
根

本
町
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
か
ら
）

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
町
で
は

あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
男
女
の
活

躍
を
推
進
す
る
た
め
、「
男
女
共
同

参
画
社
会
づ
く
り
宣
言
」
を
行
う
事

業
所
・
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

◎�

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
宣
言

を
す
る
と
ど
う
な
る
の
？

1�

静
岡
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介

し
ま
す
。

　
登
録
証
を
交
付
す
る
と
共
に
、
会

社
の
概
要
と
宣
言
内
容（
取
組
内
容
）

を
静
岡
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介

し
、
ま
た
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

ダ
イ
レ
ク
ト
リ
ン
ク
で
き
る
よ
う
に

し
ま
す
。
会
社
の
Ｐ
Ｒ
効
果
が
期
待

で
き
ま
す
。

2�

研
修
会
等
へ
の
支
援
を
し
ま
す
。

　

社
内
で
女
性
の
参
加
や
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
等
に
関
す

る
研
修
を
開
催
す
る
場
合
、
講
師
の

紹
介
や
講
師
謝
金
の
補
助
（
最
大

３
万
円
）
を
し
ま
す
。
ま
た
、
事
例

発
表
会
・
情
報
交
換
会
・
講
演
会
の

開
催
な
ど
の
有
益
な
情
報
を
提
供
し

ま
す
。

◎
宣
言
内
容
に
つ
い
て

　
「
男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
」

に
向
け
て
、
現
状
か
ら
一
歩
で
も
前

進
す
る
取
組
内
容
で
あ
れ
ば
宣
言
可

能
で
す
。

例
） 　
育
児
・
介
護
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の

た
め
の
休
暇
を
促
進
す
る
と
と
も

に
、
時
間
外
勤
務
を
削
減
し
ま

す
。

 　

 　
性
別
や
雇
用
関
係
に
囚
わ
れ
ず

研
修
に
参
加
で
き
、
資
格
取
得
を

推
進
し
ま
す
。

　
現
在
、
町
内
の
登
録
事
業
所
数
は

３
件
で
す
。
静
岡
県
内
の
登
録
事
業

所
の
取
組
を
詳
し
く
知
り
た
い
場
合

は
、「
静
岡
県
男
女
共
同
参
画
課
」

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
】
企
画
課
☎（
56
）２
２
２
１

土
砂
災
害
に
備
え
る　
「
６
月
は
土
砂
災
害
防
止
月
間
」で
す

　

近
年
、
雨
の
降
り
方
は
短
時

間
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ま

た
台
風
も
大
型
化
し
て
き
て
い

る
た
め
、
全
国
各
地
で
山
腹
崩

壊
、
土
砂
の
流
出
な
ど
の
土
砂

災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
ご
自
分
や
ご
家
族
の
命
を
守

る
た
め
、
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え

と
早
め
の
判
断
、
町
か
ら
の
注

意
情
報
へ
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
危
険
箇
所
と
避
難
経
路
の
確
認
を
】

　
日
ご
ろ
か
ら
家
の
周
り
な
ど

の
危
険
箇
所
の
状
態
に
注
意
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
避
難
場
所
や
安
全
な

避
難
経
路
の
確
認
も
重
要
で
す
。

【
激
し
く
降
る
雨
に
注
意
を
】

　
１
時
間
に
20
ミ
リ
以
上
、
ま

た
は
降
り
始
め
か
ら
80
ミ
リ
以

上
に
な
っ
た
ら
要
注
意
で
す
。

　
テ
レ
ビ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

ラ
ジ
オ
等
の
気
象
情
報
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

【
土
砂
災
害
の
前
兆
現
象
に
注
意
を
】

⑴
山
鳴
り
、
地
鳴
り
が
す
る
。

⑵
川
の
水
が
急
に
濁
り
、流
木
が

混
ざ
り
、
転
石
の
音
が
す
る
。

⑶
雨
が
降
り
続
い
て
い
る
の
に

川
の
水
位
が
下
が
る
。

⑷
が
け
か
ら
小
石
が
バ
ラ
バ
ラ

落
ち
て
く
る
。

⑸
井
戸
や
沢
の
水
が
濁
る
。

⑹
が
け
や
斜
面
か
ら
水
が
噴
き

出
す
。

⑺
地
面
に
亀
裂
や
段
差
が
で
き

る
。

【
早
め
の
避
難
を
】

　
土
砂
災
害
警
戒
情
報
な
ど
が

発
表
さ
れ
た
場
合
、
昼
夜
を
問

わ
ず
、
か
わ
ね
フ
ォ
ン
や
屋
外

子
局
な
ど
で
住
民
の
皆
さ
ま
へ

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
役
場
か
ら

避
難
勧
告
お
よ
び
避
難
指
示
が

発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
自
ら

の
身
を
守
る
た
め
の
行
動
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
危
険
・
浸
水
箇
所

【
問
】
建
設
課
・
建
設
事
業
室

　
　
　
　
☎
（
56
）２
２
２
７

●
避
難
場
所
・
防
災

【
問
】
総
務
課
・
自
治
防
災
室

　
　
　
　
☎
（
56
）２
２
２
０

治山パトロールを実施します
　本格的な雨期の前に、土砂災害な
どを未然に防止するため、治山施設
の点検や周辺の山林の状況について
パトロールを実施します。
　最近は想像もつかないような局地
的大雨が多発しており、未然に災害
を防ぐために治山パトロールの重要
性が高まっています。周辺で落石の
危険が感じられる場所がありました
ら、ご連絡ください。
　パトロール実施期間中は、県農林
事務所職員や役場担当職員などが、
実際に山林に立ち入って現況調査を
します。周辺住民の皆さんのご理
解、ご協力をお願いします。
期　間：６月１日（月）～15日（月）
範　囲：町内全域
内　容：�人家や公共施設に近接した

治山施設の損傷調査、林地
および保安林内の現況調
査、地域住民への防災意識
の啓発活動（パンフレット
配布など）

実施者：県農林事務所、町建設課
【問】建設課　☎（56）2227
　　 志太榛原農林事務所治山課
　　　　　　 ☎054（644）9245

「地すべり危険地区」
地すべりが発生している或
いは地すべりが発生するお
それがある区域のうち、公
共施設に被害を与えるおそ
れのある地区です。

「崩壊土砂流出危険地区」
山腹崩壊や地すべりによっ
て発生した土砂又は火山噴
出物が土石流となって流出
し、公共施設又は人家に被
害を与えるおそれがある地
区です。

「山腹崩壊危険地区」
山腹崩壊によって公共施設
又は人家に直接被害を与え
るおそれのある地区です。

山地災害危険地区
　近年、大型の台風や豪雨等により、山腹崩壊、崩壊土砂の流出、落石等の山
地災害が多発しています。 
　山地災害のおそれのある箇所がどこにあるのかを知っておくことは、災害に
備えるためにとても大切です。身近に危険な箇所があるかどうか、日頃から確
認しておきましょう。

「山地災害危険地区」とは？
　山地災害危険地区とは、山腹崩壊、地すべり及び崩壊土砂の流出などによ
り、官公署、学校、病院、道路等の公共施設や人家等に直接被害を与えるおそ
れのある地区で、地形、地質特性からみてその崩壊危険度が一定基準以上の地
区を調査把握したものです。 
　山地災害危険地区は、荒廃の形態によって、「山腹崩壊危険地区」、「崩壊土
砂流出危険地区」、「地すべり危険地区」の3種類に区分しています。

☆山地災害危険地区は、法律に基づく指定で
はなく、山地災害危険地区の設定による規制
はありません。山腹崩壊、崩壊土砂流出、地
すべりによる災害が発生するおそれがある地
区を知っていただき警戒避難等の早期対応を
することで、災害の発生を未然に防止するた
めに設定しています。

☆山地災害危険地区の内容、位置等、ご不明
な点は、下記までお問い合わせください。
◦川根本町役場　建設課�☎0547（56）2227
◦県志太榛原農林事務所　治山課
� ☎054（644）9245
◦県庁森林保全課� ☎054（221）2648

☆インターネットでも確認できます。
川根本町公式ホームページ「くらし・手続き」→「消防・防災」→「[防災・安全]山地災害危険地区について」
静岡県GIS（サイト内の表示切替で、「山地災害危険地区」にチェックを入れると、位置情報を確認できます。）

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1213


